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趨 備 分野と知的財産

情報科学は、情報の発生、伝達、変形、保存

と制御などに関係する学問で、また、人文 ・社

会科学 にも深 く関連する基盤的な学問であり、

多 くの場合、道具 としてコンピュータが用いら

れる。

現在社会では、コンピュータやインターネッ

トが広 く使われており、その影響 も大 きい。社

会や経済の基本資源 として、人 ・物 ・金 に 「情

報」が新たに加わ り、それが、電子形態で伝え

られ処理 される現在、伝達速度 ・影響範囲は以

前に比 して遥かに大 きく、社会の神経系をなし

ていると言 えよう。

科学は様々な新 しい知見を生み出 し知財を形

成する。情報分野においてもそれは同じであり、

ハー ドウエアの構成手法 としての方式、それを

実現するLSI構 成 やマスクパターン、計算をす

る方法 としてのアルゴリズム、処理の手法をプ

ログラミング言語で記述 したプログラム、プロ

グラムの書 き方やフレームワーク、コマン ドセ

ッ ト、諸 システムの利用インタフェース、様々

なデータを集めたデータベースなど様 々な知見

が存在する。

これ らの知見の代=表は広義のソフ トウエアで

あるが、ソフ トウエアは、手続 きを文章で記述

するとい う側面から従来の文章 と似ているが、

その文章 に相当するプログラムが、コンピュー

タ上で動 き他 に影響を与えるという機能は全 く

新 しい側面であり、プログラムを開示 しなくて

も、その機能だけを切 り離 して他者に使わせ る

ことも可能である。また、 ソフ トウエアの一部

としてのアルゴリズムは、それを実行するコン

ピュータの種類 に依 らず、どんなコンピュータ

上でも実現可能であるという意味で 「物」から

離れたより抽象的な存在であるが、情報分野で

は、このようなアルゴ リズムやアイデァなどの

より抽象的な部分が技術の進歩 とともにより重

要になってきている。

2情 報分野の知的財産権法制と

翻 それへの対応

知財の保護を支 える知的財産権 には、特許、

著作権、実用新案、の三つの形態がある。特許

は、他人が特許対象を製作 ・使用 ・販売するこ

とを排除する権利 を有 し、故意でなくても同種

のものを作 ることは許 されない。アイデァその

ものは保護せず、アイデアを実施(実 行)す る

機械その他の製品に限定す るのが基本である。

わが園では平成5年 にソフトウエア発明関連審査

基準が作 られて以来様々な動 きがあり、平成12

年には 「プログラム」そのものも 「もの」の発

明として認められ、平成14年 には特許法が改正

された。

一方著作権では
、他人が著作物 としてのソフ

トウエアを複製、輸入 しあるいは配布するのを

排除する権利 を保障し、損害賠償と指 し止めを
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請求できるが、対象物の使用を妨害する権利は

認め られてお らず、ソフ トの使用はコピーの作

成を伴わない限り著作権侵害ではないし、また、

それを見ないで独立に作成すれば侵害にはなら

ない。

実用新案は、デザインへの特許権や、半導体

チ ップの保護制度などに関係するが、上記2者

より保護範囲が狭 く、保護期間 も短い。

これ らの扱 う範囲については種 々の議論があ

り、また時代 とともに変化する。アルゴリズム

特許にも幾つか例があるが、アル ゴリズム自体

に特許 を与 えることの是非は議論の多い所であ

り、特許権 を与 えることによるメリットよりも、

それによる不利益の方が多いとも言われる。し

かし、ビジネスのや り方に特許を与 えるような、

アイデァなど抽象的なものがより重要視 される

傾向にあるのが現状で、旧来の考え方では律 し

きれない知財 が出現 し、これ らに対 して現行の

法制は未だ定まった基準がない。

知財権への対応は、表現 と機能の分離に関連

して もう少 し複雑である。すなわち、ソースプ

ログラムを公開する、ソースは公開 しないが機

能だけ公開する、という区別がある。また、そ

れに応 じてソフ トウエアのライセンスも様々で

ある。機能の利用に関 して無料や有料、ソース

を公開する場合で も、完全に変更やコピーが自

由なものから、著作権 を表示することを求める

もの、変更やコピーは自由であるが、それを使

う人 もまた、フリーソフ トウエアとして世に出
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すことを求めるものなど(コ ピーレフ トと呼ぶ)

様 々である。特に、フリーソフ トウエアは、技

術の発展のためにソフ トの知財権を取 ることに

反対 しているグループのライセンス形態 が代表

的で、そのソフ トウエアに1まOSや 処理系 など

様々なものがあり、世界の人々がバグを取 ると

いう形で優れた晶質 を維持 していて、広 く使わ

れている。

爵 鰍 野の行動規範
情報分野では従って、上述のように、知財に

関する議論が多く、その取 り扱いも多様である。

元々ソフ トウエアはレゴブロックのように種々

の機能 を組み合わせて構成 され ることが多 く、

世界の知能 を集結 して優れた機能とするという

新 しい開発形態 にも整合する。 しか しながら、

ソフ トウエアには、ソースを公開 しないものも

多 く、その場合は、上述のような組み合わせの

権利 が複雑になる。従って、情報分野における

研究や開発では、この種の状況 が大 きな影響を

持 っており、研究開発テーマの選定を左右する

ことも稀ではない。この分野に於ける科学者は、

この状況を見ながら活動する必要がある。一一方、

ソフトウエアの作成や利用は、もはや情報分野

の人々だけの問題ではない。あらゆる科学分野

の人々が日常的に作成 ・利用 している。従って、

ソフ トウエアに代表 される知財のあり方 は、全

分野に関係する。
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また、最近の情報社会に於ける大 きな問題1

ネッ トワーク上のウイルスやワームなどの蔓

情報の漏洩や改窟、などの情報セキュリティ

関する問題である。これ らの直接的な行為 を

てはならない ことは当然であるが、最近 はB

などの有害 プログラムが知 らぬうちに自分の

ソコンに埋め込 まれ、外からの指令で他に被害

を与 えるとい う形態 も存 在する。残念 なが ら

我々は、そのようなことが起 こらぬよう自ら注

意を払 うことも求め られる。

今回、日本学術会議の定めた行動規範は、こ

れらの問題 に対する基本的な考え方 として位置
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づ けられ るものであるが、情報 社会 に生 きる科

学者 は、 ソフ トウエアを使 った り、イ ンターネ

ッ トを利 用す ることが 日常で あ り、この基 本 を

踏 まえるとともに、上記諸要 因に配慮 す るとい

うことが求 め られ るのである。
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